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賃 金 規 程 

 

第１章 総 則 

 

第１条（適用範囲） 

 この規程は、公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を就業規則第 9 章に基づき、社員の賃金お

よび賞与について定めたものである。ただし、パートタイマーについてはパートタイマー就業規則、

在宅勤務者については在宅就業規則の定めるところによる。 

 

第２条（賃金の構成      ） 

 賃金の構成は以下のとおりとする。 

                      基 本 給    

          基準内賃金                通勤手当 

                      手  当      

                               出張手当 

 賃  金                         

                                 

                               時間外勤務手当 

          基準外賃金       割増賃金     休日勤務手当 

                               深夜勤務手当 

 

第３条（賃金計算期間および支払日） 

１．賃金は、前月 11 日から起算し、当月 10日を締め切りとした期間（以下、「賃金計算期間」という）

について計算し、当月 25 日に支払う。ただし、当該支払日が休日の場合はその前日に支払うものと

する。 

２．前項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当するときは社員（第１号については、その遺族）

の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。 

 ①社員が死亡したとき 

 ②社員が退職し、または解雇されたとき 

 ③社員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を被

り、または社員の収入によって生計を維持している者が死亡したため臨時に費用を必要とすると 

  き 

 ④社員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって１週間以上帰 

  郷するとき 

 ⑤前各号のほか、やむを得ない事情があると会社が認めたとき 

 

第４条（賃金の支払方法） 

１．賃金は通貨で直接社員にその全額を支払う。 

２．前項の規定にかかわらず、社員の同意を得た場合は、金融機関の口座への振り込みにより賃金を

支給する(振込できる金融機関は法人が指定する)。また、以下の各号に掲げるものについては賃金

を支払うときに控除する。 

①源泉所得税 

 ②住民税（市町村民税および都道府県民税） 
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 ③雇用保険料 

 ④健康保険料（介護保険料を含む） 

 ⑤厚生年金保険料 

⑥その他必要と認められるもので社員代表と協定したもの 

 

第５条（遅刻、早退または欠勤の賃金控除） 

 遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合は、以下の計算式に

よりその休業した時間に応じる賃金は支給しない。ただし、この規程または就業規則に別段の定めの

ある場合はこの限りでない。 

 ①賃金計算期間において、欠勤 10 日未満の場合 

   以下の賃金を給与より控除して支給する。 

    

    

基本給 
×欠勤時間数（欠勤日数）  

１ヶ月平均所定労働時間（１ヶ月平均所定労働日） 

 ②賃金計算期間において、欠勤 10 日以上の場合 

   以下の賃金を日割り支給する。 

    

    

基本給 
×出勤時間数（出勤日数）  

１ヶ月平均所定労働時間（１ヶ月平均所定労働日） 

 

第６条（中途入社または中途退職の賃金計算） 

 賃金計算期間の中途に入社または退職した者に対する当該計算期間における賃金は、以下の計算式 

により日割り支給するものとする。 

    

    

基本給 
×出勤日数   

１ヶ月平均所定労働日数 

 

第７条（休職期間中及び休業期間中の賃金） 

 原則として、就業規則に規定する休職期間中は賃金を支給しない。ただし、法人が特に必要と認め

た場合は基本給の２分の１を限度として支給することがある。第 16 条から第 17 条の休業中の賃金は

支給しない。 

 

第８条（臨時休業中の賃金） 

 会社の都合により社員を臨時に休業させる場合には、休業１日につき平均賃金の 100 分の 60 に相当

する休業手当を支給する。 

 

 

第２章  基準内賃金 

 

第９条（基本給） 

 基本給は年単位で決定する日給月給制とし、社員の学歴、能力、経験、技能および職務内容などを

総合的に勘案して各人ごとに決定する。 

 

第 10条（給与改定） 

１．給与改定は基本給を対象に毎年 11月に社員各人の勤務成績を査定して決定し、当月から支給する。

ただし、法人の業績によっては、その時期を延期もしくは見送ることがある。 
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２．以下の各号の一に該当する者については給与改定を保留することがある。 

  ①昇給算定期間中の欠勤日数 60 日を超える者 

  ②就業規則第 7 章により制裁処分をうけた者 

  ③著しく技能が低い者、または勤務成績ならびに素行不良の者 

  ④勤続 6 ヶ月未満の者 

３．法人は必要に応じ臨時の給与改定を行なうことがある。 

 

第 11条（通 勤 手 当      ） 

 通勤手当は以下の区分により支給する。ただし、非課税限度額を超過する場合には、その超過分に

ついては課税通勤費として支給する。 

① 公共交通機関を利用する者     実費相当額（上限 月 25.000 円） 

 

 

第３章  基 準 外 賃 金        

 

第 12条（時間外・休日・深夜勤務手当） 

１．法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外勤務手当を、法定休日を振替えず労働した場合

には休日勤務手当を、深夜（午後 10:00－午前 5:00）に労働した場合には深夜勤務手当を、それぞ

れ以下の計算により支給する。 

時間外勤務手当  
算 定 基 準 賃 金 

×1.25×時間外労働時間数 
月平均所定労働時間 

休日勤務手当  
算 定 基 準 賃 金 

×1.35×休日労働時間数         
月平均所定労働時間 

深夜勤務手当  
算 定 基 準 賃 金 

×0.25×深夜労働時間数         
月平均所定労働時間 

 

２．前項に替えて各人の就労実態を鑑み年単位で決定する固定時間外手当を毎月定額で支給すること

がある。その場合は前項で計算した額がこの手当額を超えた場合にその差額を支払うこととする。 

３．算定基準賃金とは基準内賃金から通勤手当と出張手当を除いたものをいう。 

 

 

第４章  賞     与        

 

第 13条（賞    与） 

１．賞与は原則として毎年 11 月に社員各人の勤務成績を査定して決定する。ただし、法人の業績によ

っては、賞与の額を縮小し、または見送ることがある。 

２．賞与の支払いは前項で決定された額を 12等分し、毎年 12 月から翌年 11 月までの各給与支給日に

支給する。 

  ただし、支給日に基本給の支給が無い場合はその支給を行わないこととする。 

  

付      則         

第１章 総則  
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（目的） 第１条 この規則は、定款第２０条（社員総会運営規則）の規定に基づき、公益社団法人難

病の子どもとその家族へ夢を（以下「この法人」という。）の社員総会の運営に関し必要な事項を定め

ることを目 する。  

 

第２章 総会の招集の手続き等  

（招集の手続き） 第２条 会長は、社員総会を招集する場合は、理事会の決議により、次の事項を定

める。 （１）社員総会の日時及び場所 （２）社員総会の目的である事項 （３）書面によって議決権

を行使することができる旨 （４）電磁的方法によって議決権を行使することができる旨 （５）次の

掲げる事項  イ 社員総会参考書類に記載すべき事項  ロ 書面による議決権については、議決権行使

書を開催日の前日までに提出すべき旨 ハ 電磁的方法による議決権の行使については、開催日の前日

までに提出すべき旨 （６）代理人による議決権の行使については、代理権を証明する方法、代理人の

数のほ か代理人による議決権の行使に関する事項 （７）次に掲げる事項が社員総会の目的である事

項であるときは、当該事項にかかる議 案の概要  イ 役員の選出  ロ 役員等の報酬等  ハ 事業の全

部の譲渡  二 定款の変更  ホ 合併及び解散  

  

（招集の通知） 第３条 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の開催日の２週間前までに、正

会員に対 書面で通知しなければならない。   ２ 前項の通知には、前条各号の掲げる事項を記載する

とともに、社員総会参考書類及び 権行使書、出席票その他必要な書類を同封しなければならない。  

  

（議決権行使に関する基準日） 第４条 事業年度の末日現在における正会員を、当該事業年度終了後

に召集される通常社員総 び翌事業年度中に開催される臨時社員総会に関して議決権を有する正会員

とする。  

  

第３章 社員総会の開催  

（会場の設営等） 第５条 社員総会の開催の際には、会場を設営し、議事運営に必要な職員等を配置

する。  

 

 （正会員等の出席） 第６条 社員総会に出席する正会員は、会場の受付において、予め送付を受けた

出席票の提出 等により、その資格を明らかにしなければならない。   ２ 正会員の代理人として社員

総会に出席するものは、会場の受付において、前項の出席 票と委任状の提出により、その資格を明ら

かにしなければならない。 ３ 法人正会員の代表者が社員総会に出席する場合は、第１項に順ずる。 ４ 

法人正会員の従業員が社員総会に出席する場合は、第１項に準ずるほか、その法人の 従業員であるこ

とを明らかにしなければならない。  

  

（正会員以外の者の出席） 第７条 理事及び監事は、やむをえない事由がある場合を除き、社員総会

に出席しなければな らない。   ２ この法人の職員及び弁護士等は、議長、理事又は監事を補助する

ために、議長の許可 て社員総会に出席することができる。 を得 

  

第４章 社員総会の議事  

（議長の権限） 第８条 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとるこ

とができ る。   ２ 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断したときは、次の者に対して退場

を命 ずることができる。    （１）正会員又はその代理人若しくは法人正会員の代表者又はその従業

員として出席し た者であって、その資格を有しないことが判明したもの    （２）議長の指示に従わ
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なかった者    （３）社員総会の秩序を乱した者   ３ 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に

関係しない発言、他人の名誉を毀損し又 は侮辱する発言、社員総会の品位を汚す発言その他の議事を

妨害し又は議場を混乱させ る発言に対し必要な注意を与え、制限し、又はその発言を中止させること

ができる。  

  

（定足数の確認） 第９条 議長は、社員総会の開会に際し、事務局に出席者数を確認させ、会場に報

告させなけ ればならない。  

  

（開会の宣言） 第１０条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。  

  

（開会時刻の繰り下げ） 第１１条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げ

ることができる。 この場合に、既に入場している社員に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知し

なけ ればならない。  

  

（議題の付議の宣言） 第１２条 議長は、各議事に入るに当り、その議題を付議することを宣言する。   

２ 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べて その順位を

変更することができる。  

  ３ 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。  

  

（理事等の報告又は説明） 第１３条 議長は、議題付議の宣言後、必要と認めるときは、理事及び監

事に対し、その議題 に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事が、

議長の 許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。   ２ 社員が理事又は監事に対し

特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は 監事に対し説明を求めなければならない。 

ただし、当該事項が当該社員総会の目的である事項に関しないものである場合、又は その説明をする

ことが社員の共同の利益を著しく害する場合、そのほか正当な理由があ ると議長が認める場合はこの

限りでない。   ３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第４

３条、 第４４条又は第４９条第３項の規定により社員から提案があった場合、議長はその社員 に対

し議題の説明を求め。また、理事または監事に対して、これに係る意見を述べさせ ることができる。  

  

（議題の審議） 第１４条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。   ２ 

発言の順序は議長が決定する。   ３ 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は議事の進行上必要

があると認めることは、 発言時間を制限することができる。  

  

（議事進行動議） 第１５条 社員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。   

２ 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。   ３ 議長は、第１項の動議が、

社員総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不 適法又は権利の乱用に当たるとき、その他

動議に合理的な理由がないことが明らかなと きは直ちに却下することができる。  

  

（採決） 第１６条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められときは、審議終了を

宣 言し、採決することができる。   ２ 議長は、一括して審議した議案について、一括して採決する

ことができる。 ただし、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに採決を行 

なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第２１条に定める定数を 上回る場合に

は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す るまでの者を選任すること
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ができる。   ３ 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採

決 を行なう。   ４ 複数の修正案が提出された場合には、原案から遠いものから順次採決を行なう。

ただ し、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めに係わらず、原案を修正案に先立 ち採決

することができる。   ５ 修正案の採決においては、書面又は電磁的方法によって、原案に賛成の旨

行使された 議決権については、修正案に反対の意見が表明されたものとして、また、原案に反対又 は

放棄の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取り 扱う。   ６ 一

般法人法第５５条第１項及び第２項並びに第１０９条第２項に規定する議案が提出 

されたときは、書面又は電磁的方法によって行使された議決権については、賛成の意思 が表明された

ものとして取り扱う。   ７ 議長は採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもでき

る。   ８ 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べる こと

はできない。議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直 前のみ行使し、採

決の結果に参入することができる。  

  

（出席した社員の議決権） 第１７条 社員総会の議決については、次の数の合計数を出席した社員の

議決権数とする。   （１）出席した社員本人の議決権の数   （２）代理人を出席させた社員の議決

権の数  （３）議決権行使書により開催日の前日までに議決権を行使した社員の議決権の数  （４）

電磁的方法により開催日の前日までに議決権を行使した社員の議決権の数  

  

（採決結果の宣言） 第１８条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に

必要な賛成数 を充足しているか否かを宣言する。  

  

（休憩） 第１９条 議長は、必要と認めるときは、再開時刻を定めて、休憩を宣言することができる。 

  

（延期又は続行） 第２０条 社員総会を延期又は続行する場合は、社員総会の決議による。   ２ 前

項の場合、延会又は継続会する日時及び場所についても決議をしなければならない。 ただし、その決

定を議長に一任することを妨げない。   ３ 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所

を速やかに正会員に通知しな ければならない。   ４ 延会又は継続会の日は、当初の社員総会の日よ

り２週間以内の日としなければならな い。  

  

（閉会） 第２１条 議長は、すべての議事が終了した場合、又は延期若しくは続行が決議された場合

に は閉会を宣言する。  

  

（議事録） 第２２条 社員総会の議事については、書面又は電磁的方法をもって作成しなければなら

ない。  ２ 議事録には、別表に掲げる事項を記載しなければならず、また、議長及び出席した理 事

のうちから選出した議事録署名人２名が記名押印しなければならない。 （議事の経過及びその結果の

報告） 第２３条 議長は、欠席した社員に対して、書面をもって議事の経過及びその結果の概要を報 告

するものとする。     

第５章 事務局  

（事務局） 第２４条 社員総会の事務局には、事務局長が当る。ただし、事務局長が不在の場合には、

総 務を担当する業務執行理事がこの任に当たる。  

 

  

第６章 雑則  
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（改廃） 第２５条 この規則の改廃は、社員総会の決議をもって行なう。  

  

  

附  則 この規程は、平成 29 年 11 月 1 日から施行する。 


